
総務委員会 陳情説明資料 

令和３年６月２９日 

件 名 頁 

１ 受理番号９ 原爆歴７７年にオリンピック・パラリンピックを 

行わないことについての陳情       ・・・・・・・・・ ２

（ 政策経営部 ）
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件  名 

受理番号９ 

原爆暦７７年にオリンピック・パラリンピックを行わない事についての 

陳情 

所管部課名 政策経営部 経営戦略推進担当課 

陳情の要旨 

１ 緊急事態宣言が解除されることなく継続されている。このような状

況下でオリンピック・パラリンピックを行うことは困難である。足立区

議会として日本政府、東京都、大会組織委員会に意見書を提出するべき 

陳情者住所等 請願文書表のとおり 

内容及び経過 

１ 東京オリンピック・パラリンピック開催の判断 

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会の開催については、 

国際オリンピック委員会（ＩＯＣ）、大会組織委員会、東京都などが 

合議のうえ判断する。 

２ 東京2020大会の東京都、大会組織委員会のこれまでの主な動向 

日にち 内 容 

2013年 9月 7日 ・2020年の開催都市が東京に決定

2020年 3月24日 
・東京2020大会延期決定

・3月26日福島県をスタート予定の聖火リレー延期

3月31日 
・延期後の大会日程が決定

（１日前倒し同じ曜日で開催）

9月25日 
・大会の簡素化をプレスリリース（大会関係者の人

員削減、入村式やIOC総会開会式の取りやめ等）

9月28日 
・オリンピック聖火リレーの延期日程、実施方法等

を公表

2021年 2月25日 
・オリンピック聖火リレーの新型コロナウイルス感

染症対策ガイドラインを公表

3月 4日 
・ホストタウンにおける事前キャンプ等選手受入れ

のマニュアル公表

3月20日 ・海外観客の受入れ中止を発表

6月 9日 
・東京都の聖火リレーは実施を前提に準備を進め、

最終的には今後の感染状況をみながら判断と発表
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３ 東京2020大会開催の考え方（６月２１日時点） 

・ ６月２１日（月）大会組織委員会、東京都、政府、国際オリン

ピック委員会（ＩＯＣ）、国際パラリンピック委員会（ＩＰＣ）

による５者協議を開催

・ 大会会場の観客数上限を収容定員の５０％以内で最大１万人と

する方針を示した（学校連携観戦チケット、大会関係者は上限

に含まない）

・ ７月１２日以降、緊急事態宣言の発出やまんえん防止等重点措

置が適用される場合は無観客も含めて対応を検討する

・ ８月に開催されるパラリンピックについては７月１６日までに

観客の扱いを決定予定

４ 東京都内のオリンピック聖火リレー実施について 

（１）実施期間：７月９日（金）から２３日（金）まで

※ 足立区は７月１８日（日）

（２）実施の判断について

・ 組織委員会が示す方針では、緊急事態宣言発出もしくはそれ

に準じた状況であれば、公道での聖火リレーは中止すること

になっている

・ 東京都の実施判断は６月２５日ころ、都聖火リレー実行委員会

と大会組織委員会が協議のうえ最終決定する

問題点等 
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